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1 － 一般競争入札の中で相入札業者を協力業者として

使用することは可能でしょうか。ご検討願います。

2 設計書(全般) 工事内訳書で参考数量・項目がありますが、

過不足の場合、精算対象になるとの判断で

よろしいのでしょうか。ご指示願います。

3 設計書(全般) 煙突解体・配管エルボ除去等、内訳書の中に

工法を指定するような項目がありますが、

工法は自由選定と考えて良いのでしょうか。

ご検討願います。

4 仕様書 工事概要の中で、現在は運転を終了している

第1章-第1節 とのことですが、電気・水もメーターの前で

切断されているとの判断でよいのでしょうか。

ご指示願います。

見　積　質　疑　応　答　書

質　疑　事　項 ご回答

電気は切断しています。水
道は切断していません。

工法は自由選定です。内訳
書には標準的な作業方法と
して記載していますが、よ
り安全で適切な分別解体が
できる他の工法を用いて頂
くことは問題ありません。
また、工法の選定には作業
員・現場の安全と周辺への
影響が少ないことを考慮願
います。

発注仕様書Ｐ６「４．変
更」において、変更対象を
記載しています。市との協
議により認めた場合には精
算対象になります。

市の承諾を得た上で、相入札
業者を協力業者として使用す
ることは可能です。


